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令和３年度京都市保健所運営方針取組結果等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な関連施策・事業 
令和３年度の取組結果及び 

令和４年度の取組内容 

新型コロナワクチン

接種 

【令和３年度取組結果】 

・医療機関での「個別接種」を基本とする接種体制を構築するとともに、

地域で拠点となる医療機関や本市が公共施設等に開設する接種会場

で「集団接種」を実施。 

 ・令和３年１２月から、医療従事者及び高齢者施設入所者・介護スタッ

フ等への３回目接種を開始し、順次、対象を拡大のうえ、希望する  

全ての方へ接種を実施。 

【令和４年度の取組内容】 

 ・令和４年５月から、６０歳以上や基礎疾患を有する方等を対象に  

４回目接種を開始。 

 ・令和４年９月から、オミクロン株対応ワクチンの接種を開始。 

令和４年１２月末時点で、４回目接種から５か月以上経過した高齢者

施設の約９５％で入所者や従事者への５回目接種を実施。 

また、これまでと同様の接種体制を確保し、１２歳以上全員を対象に

オミクロン株対応ワクチンによる追加接種を実施中。 

 

新型コロナウイルス

感染症対策 

・全庁を挙げた応援体制や京都市新型コロナ陽性者フォローアップセン

ター等の体制強化により、最大９０８名の保健所体制を構築。 

・自宅や高齢者施設等で療養される方への医療提供体制等の拡充。 

・多くの医療機関が休診される日曜日・祝日、ゴールデンウイーク、  

お盆、年末年始に、外来診療や検査に御協力いただいた医療機関や 

薬局に支援金を交付することで診療・検査体制を強化。 

 

 感染症や食中毒などの健康危機事案の拡大防止、「民泊」に対する通報等への対応

や違法・不適正な「民泊」の根絶に向けた取組の推進など、本市の医療衛生施策に

ついて、関連する部署と密な連携を図り、市民の安全・安心の確保に向けた取組を

推進していく。 

１ 医療衛生施策の推進 

資料３－１ 
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ＨＰＶワクチンにお

ける積極的な勧奨の

再開について 

【令和３年度取組結果】 

・令和３年６月、積極的な勧奨は再開されていないものの、対象者と  

その保護者に、公費で接種できるＨＰＶワクチンがあり、接種につい

て検討・判断するための情報提供（リーフレット送付）を実施（中３

及び高１相当の女子：約１１，０００人）。 

 ・令和３年１１月に令和４年度からの「積極的勧奨の再開」が決定され

たことを受け、標準的な接種対象年齢である中１の女子に対し、先行

して令和４年３月末、個別通知による接種勧奨を実施（中１女子：  

約５，４００人）。 

【令和４年度の取組内容】 

・従来の定期接種対象者のうち、標準的な接種対象年齢（中１）に達し

ていない小６女子を除いて、個別通知による接種勧奨を実施（中１～

高１相当：約２１，４００人）。 

・積極的な勧奨を差し控えていた期間、接種機会を逃した全世代の女性

に対して、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで定期接種と

して接種が可能となる救済措置（キャッチアップ接種）を開始したこ

とに伴い、個別通知による接種案内を送付（平成９年度～１７年度生：

６６，５００人）。 

・令和４年８月、積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃し、接種  

対象年齢経過後に自費で２価又は４価ワクチンを接種された方に 

対して、費用の償還払いを開始。 

・積極的な勧奨の差控えによって落ち込んだ接種率を向上させるため 

個別通知に加えて、市民しんぶん、地下鉄駅でのポスターをはじめ、  

ＨＰＶワクチン接種協力医療機関や府歯科医師会、府薬剤師会の  

御協力による市内歯科医院・薬局でのポスター掲出等様々な媒体を 

通じて周知・啓発を実施。 
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主な関連施策・事業 
令和３年度の取組結果及び 

令和４年度の取組内容 

地 域に おけ る健康 

づくり事業 

・令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら取り組

んだ結果、実施回数８０８回、参加者数３３，５５３名となった。 

・令和４年度においても、地域の健康課題に加え、全市の健康課題を  

ふまえた重点取組項目（① 糖尿病発症予防に向けた取組、② 禁煙 

支援、③ 健（検）診の受診率向上）を定め、地域の特色に応じた取組

を積極的に実施する。 

 

健康長寿のまち・京都

推進プロジェクト 

・「健康ポイント事業」については、コロナ禍における新しい生活スタイ

ルを踏まえて、事業名称を「新しい生活スタイル健康ポイント」に  

改称し、YouTube をはじめとするオンラインでの取組等に参加された

方を対象に付与する「リモート健康ポイント」や地域団体等が実施 

する地域活動に参加された方を対象に付与する「地域活動ポイント」

を追加し、事業内容の充実を図ったほか、ポイント手帳をＡ４サイズ

からＡ５サイズに変更し、いつでも簡単に持ち運べるよう工夫した

（プレゼント応募件数：１５，９０２件）。 

・「健康長寿のまち・京都いきいきアワード２０２１」では、大賞４組、   

きょうと未来のキズナ賞１組、スタートアップ賞１組、奨励賞１１組  

（計１７組）を決定し、Zoomでの表彰式を YouTube Liveにて開催し、

リーフレットを発行し健康づくりの先進・優良事例として市民周知を

図った。 

・令和４年度からは、これまでの取組を踏まえつつ、新たなステージ、

「エビデンスに基づく、市民・地域主体の健康行動の定着」に向け、

再編を行っている。 

 

 平成３０年３月に策定した「健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン」をはじめ、

「京都市口腔保健推進実施計画『歯ッピー・スマイル京都』」や「健康長寿のまち・京

都食育推進プラン」等の各分野別計画に基づき、「健康長寿のまち・京都」の実現に向

け、京都ならではの地域力・文化力の強みを生かした健康づくりを、あらゆる施策の

融合や、「健康長寿のまち・京都市民会議」をはじめとした関係機関、さらには地域住

民と一丸となって推進する。 

 また、保健福祉センターでは、子ども・障害・高齢などの各分野や地域力推進室と

横断的に連携し、各種団体・関係機関、地域住民との協働により、地域における健康

づくり事業の取組を通じて、区役所・支所の独自性を生かした、市民が地域で自主的

に健康づくりに取り組むまちづくりを推進する。 

 

２ 「健康長寿のまち・京都」の実現に向けた取組の推進 
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デ ータ を活 用した 

健 康づ くり モデル 

事業 

・健康データ測定のための拠点を設置し、健康アドバイザーが参加者の

健康に関するデータを定期的（２週間に１～２回程度）に測定すると

ともに、健康づくりのアドバイスを実施。 

・実証期間：令和４年１月１３日～３月１０日 

・会  場：元教業小学校体育館、中京区役所 

・参加者 ：３８名 

 

フ レイ ル対 策支援 

事業（地域保健） 

※フレイル対策モデ

ル事業（令和３年度） 

 

・「運動」「栄養・口腔」「社会参加」の総合的なフレイル対策の推進

を図るため、令和３年度は「フレイル対策モデル事業」として、   

７行政区（北区、左京区、東山区、下京区、南区、右京区及び伏見区）

において、地域介護予防推進センターの関与のもと、高齢者が主体と

なって介護予防に取り組むグループ（以下、「自主グループ」という）

に対して、管理栄養士等の医療専門職が連携して支援を行うととも

に、事業に必要となる医療専門職派遣の仕組みづくりなどを進めた。 

・令和４年度は、これまでモデル事業を通じて構築してきた、医療専門

職連携による支援等の仕組みを全行政区に拡大し、自主グループに 

対して、管理栄養士による栄養に関する講話、歯科衛生士によるお口

の体操指導、リハビリテーション専門職による運動方法に関する助言

や各医療専門職による健康相談などの支援を進めている。 

・支援グループ数：３３グループ（約４２０人）（令和４年１１月末時点） 
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主な関連施策・事業 
令和３年度の取組結果及び 

令和４年度の取組内容 

不妊に悩む方への支

援の充実（地域保健） 

・不妊に悩む方への特定治療支援事業については、令和４年度からの 

保険適用に先駆け、令和３年１月から助成金額の増額、助成回数の 

増加、所得制限の撤廃、事実婚の夫婦も対象とするなど助成内容を 

拡充（令和３年度助成件数（拡充分のみ）：２，２８５件）。 

・体外受精・顕微授精等は令和４年度から保険適用となり、年度を   

またいで保険適用外で治療された方に対して経過措置として引き 

続き助成を実施（令和４年度助成件数（１０月末時点）：７２６件）。 

・府市協調で実施している一般不妊治療費助成制度において、新たに 

保険適用となる治療及び保険適用外（先進医療）の治療費を助成。 

 

産後ケア事業におけ

る利用者負担の軽減

（地域保健） 

・令和３年度は、府市協調でショートステイ、デイケアどちらか１日分

の利用料を無料とした（令和３年度実績：ショートステイ２５７件、

デイケア２２件）。 

・令和４年度については、国の制度拡充により市民税非課税世帯（生活

保護世帯含む）の利用料を全額無料とし、市民税課税世帯の利用料を、

ショートステイ又はデイケアのどちらか１日分の利用料を半額にし

ている。 

 

 

 

 母子保健の最大の強みは、妊娠前から始まり、妊娠期、出産前後、育児期に応じた体系的なサー

ビスを、母子保健の特色である、すべての母子を対象とすることを前提としたポピュレーションア

プローチの考え方に基づき展開していることである。 

 子どもはぐくみ室は、ポピュレーションアプローチを活かし、「子育て世代包括支援センター」

として妊産婦や乳幼児・学童等の状況を継続的かつ包括的に把握し、地域の関係機関と連携しなが

らきめ細やかな子育て支援を提供するとともに「子ども家庭総合支援拠点」として、妊娠期から１

８歳までのすべての妊婦や子ども、子育て家庭に対して、子どもの最善の利益や安全の確保に主眼

をおいた支援を提供し、保健と福祉が融合したメリットを最大限に活かした、切れ目のない支援に

取り組んでいる。 

 また、すべての妊産婦及び子どもの状況を継続的に把握できるポピュレーションアプローチのメ

リットを活かし、個々の家庭が抱える状況やニーズに「気づき」、継続的な支援等に早期に「つな

ぎ」、課題や困難を抱える子どもや子育て家庭への支援に展開していくことで、児童虐待の未然防

止を推進している。 

３ 母子保健の推進 
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主な関連施策・事業 
令和３年度の取組結果及び 

令和４年度の取組内容 

自死遺族・自殺予防こ

ころの相談電話～き

ょう こころ ほっ

とでんわ～ 

・土日祝日含む毎日２４時間実施中。令和３年度７，３７９件。 

・令和４年度も継続実施中。 

京都市医療的ケア児

等支援連携推進会議 

・令和元年度末に本市独自の協議の場として保健、医療、福祉、教育等

の各分野の関係機関等から構成される「京都市医療的ケア児等支援 

連携推進会議」を設置した。令和３年度は２回会議を開催し、    

令和４年度においては１回会議を開催済み（令和４年度中に２回開催

予定）。医療的ケア児等コーディネーターの役割をはじめ、医療的  

ケア児が必要とする支援の提供に繋がる仕組み作りについて、   

協議の場において検討している。 

 

 

 

 平成３０年３月に策定した「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン（京都市障害者

施策推進計画・障害福祉計画・障害児福祉計画）」（令和２年度末に第５期障害福祉計画及び

第１期障害児福祉計画が終了することから、令和２年度に第６期障害福祉計画及び第２期障

害児福祉計画（令和３年度から令和５年度まで）を策定するとともに、本プランの中間見直

しを実施）に基づき、障害のある人もない人も、全ての人が違いを認め合い、支え合うまち

づくりを推進することを基本方針に、障害のある人が生きがいや働きがいを持って、地域で

自立して安心して生活できる共生社会の実現に向けて取り組む。 

 各区役所・支所障害保健福祉課では、３障害（身体・知的・精神）及び難病にかかる相談

窓口として、保健と福祉の両面から広い視点での相談援助活動に取り組む。また、重複障害

のある方等の援助対象者のニーズに応じて、障害福祉ケースワーカーと保健師が密に連携協

力を図り、適切かつ細やかな対応に努める。 

 

４ 地域精神保健福祉施策の推進・難病患者への支援 


